
議案第１３号  

 

 

   議決事項の一部変更について（工事請負） 

 

 令和４年１月12日令和３年第４回霧島市議会定例会で議決された議決第２号（仮称）霧

島市クリーンセンター整備・運営事業建設工事の請負契約の締結について、下記のとおり

その一部を変更したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び

霧島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年霧島市

条例第68号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和５年２月２０日提出 

霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

記 

 

第３項中「16,219,500,000円」を「13,522,200,000円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 （仮称）霧島市クリーンセンター整備・運営事業建設工事請負契約について、当該契約

の金額に含まれる電力会社の接続工事負担金の減額が決定し、当該契約の金額を減額する

変更契約を締結するため、議会の議決事項の一部に変更が生じたことから、議会の議決を

求めるものである。 




